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　 証券コード　6050

 平成25年11月28日

株 主 各 位 

東京都港区麻布十番一丁目２番３号

 イー・ガーディアン株式会社
 代表取締役社長 高 谷 康 久

第16期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第16期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くだ
さいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行
使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のう
え、平成25年12月18日（水曜日）当社営業終了時（午後６時）までに議決権を行
使してくださいますようお願い申しあげます。
　
［郵送による議決権行使の場合］
　同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記行使期限
までに到着するよう、折り返しご送付くださいますようお願い申しあげます。
［インターネットによる議決権行使の場合］
　当社指定の議決権行使ウェブサイト（http://www.web54.net）にアクセスして
いただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パ
スワード」をご利用のうえ、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご入力く
ださい。なお、行使に際しましては、後記の「電磁的方法（インターネット等）
による議決権行使について」をご確認くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 平成25年12月19日（木曜日）午前10時
２．場 所 東京都港区芝公園二丁目５番20号

メルパルク東京　孔雀の間
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項  
　 報 告 事 項 １．第16期（平成24年10月１日から平成25年９月30日まで）

　　事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役
　　会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第16期（平成24年10月１日から平成25年９月30日まで）
　　計算書類報告の件　

　 決 議 事 項  
　 第１号議案 剰余金の処分の件
　 第２号議案 定款一部変更の件
　 第３号議案 取締役４名選任の件
　 第４号議案 監査役３名選任の件
　 第５号議案 補欠監査役１名選任の件
　 第６号議案 会計監査人選任の件

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申しあげます。
  なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が
生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　http://www.e-
guardian.co.jp/）に掲載させていただきます。
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（提供書面）
 

事　 業　 報　 告

(平成24年10月１日から
平成25年９月30日まで)

 

１．企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

　当連結会計年度における我が国経済は、円高による国内景気の減速懸念、

雇用問題の悪化による影響から厳しい状況が続いておりましたが、新政権下

における金融緩和をはじめとした各種政策などの期待感から円高の是正、株

価上昇が進み景況は改善基調に向かっております。しかしながら、欧州債務

問題及び新興国の景気減速懸念等による影響を受け、国内経済は依然として

予断を許さない状況が続いております。

　一方、モバイルを含む国内のインターネット関連市場におきましては、ブ

ロードバンド環境の普及やスマートフォンの台頭による携帯電話の高速デー

タ通信や定額料金の見直し等を背景に引き続き市場成長が継続しており、今

後もインターネットにおける技術革新はますます進み、様々なサービスが展

開されていくものと予想されます。

　また、投稿掲示板やＳＮＳ、ブログなどのソーシャルメディアや、ソーシ

ャルゲーム、ソーシャルコマースなどの、個人同士双方向のコミュニケーシ

ョンが介在するインターネットメディア（以下、「ソーシャルＷＥＢサービ

ス」という）の活性化が進む一方で、こうしたソーシャルＷＥＢサービスを

利用したネットワーク犯罪やなりすましによる不正アクセス禁止法違反等の

サイバー犯罪は年々増加傾向にあるため、ユーザーが安心して利用できるよ

うソーシャルＷＥＢサービスの安全性を求める声は一層高まりを見せており

ます。
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　このような環境のもと、当社は平成24年11月に、Ｇｏｏｇｌｅオフィシャ

ルパートナーとしてＧｏｏｇｌｅ＋ページ運用総合支援ツール「ソーシャル

ダッシュボード＋」をリリースいたしました。「ソーシャルダッシュボード

＋」は、Ｇｏｏｇｌｅ＋を利用又は検討されている企業だけでなく、広告代

理店やコンサルティング会社、ＷＥＢ制作会社等、クライアントのＧｏｏｇ

ｌｅ＋のサポートをされている企業にも提供できる、当社グループのノウハ

ウを活用したＧｏｏｇｌｅ＋ページ運用支援ツールであります。その後、継

続的に開発を行い、現在では「ソーシャルダッシュボード＋」はＧｏｏｇｌ

ｅ＋だけでなくＦａｃｅｂｏｏｋやＴｗｉｔｔｅｒといったソーシャルメデ

ィア全般に対応可能となっており、競合他社との差別化を図っております。

　また、当社グループは平成25年３月にマスターピース・グループ株式会社

と協業し、中国・東南アジア向けソーシャルメディア運用業務サービスを開

始いたしました。ソーシャルメディアの運用支援と投稿監視に強みを持つ当

社グループと、中国国内５拠点、タイ・バンコク、フィリピン・マニラと多

くのオペレーターを擁するコンタクトセンターを持ち、現地でのカスタマー

サポート（以下、「ＣＳ」という）の業務実績の豊富なマスターピース・グ

ループ株式会社が協業することで、中国・東南アジアにてソーシャルメディ

ア運用を実施、もしくは運用を検討している企業に対して高品質なサービス

がよりスピーディに提供可能になりました。加えて、投稿監視システム「Ｅ

－Ｔｒｉｄｅｎｔ」並びにソーシャルメディア運用支援ツール「ソーシャル

ダッシュボード＋」の中国市場への展開を進めてまいります。

　これらの新サービスに加えて、前連結会計年度末から進めている監視体制

の再編に継続的に取り組み、東京センターから宮崎センターをはじめとした

地方監視センターへの業務移管を促進させることで、業務効率化を図りまし

た。

　この結果、当連結会計年度の売上高は2,487,771千円（前連結会計年度比

11.4％増）、営業利益は188,996千円（前連結会計年度比126.0％増）、経常

利益は228,362千円（前連結会計年度比106.4％増）、当期純利益は129,998千

円（前連結会計年度比152.4％増）となりました。
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事業種類別概況

　事業の業務種類別の業績は以下の通りであります。

　なお、当連結会計年度よりクライアントのニーズが多様化していることや、

各市場間の関係性が強くなりつつあることを考慮し、業務区分の見直しを行

い、業務の種類を「ソーシャルサポート」、「ゲームサポート」、「アド・

プロセス」と変更いたしました。

　

期別
　
　
業務種類別

15期
（平成24年９月期）

16期
（平成25年９月期）

　(当連結会計年度）　

売上高（千円） 構成比（％） 売上高（千円） 構成比（％）

ソーシャルサポート 1,547,201 69.3 1,472,909 59.2

ゲームサポート 476,476 21.3 739,150 29.7

アド・プロセス 208,991 9.4 275,710 11.1

合計 2,232,669 100.0 2,487,771 100.0

　掲示板投稿監視事業においては、ソーシャルサポートでは監視・ＣＳだけ

ではなく運用や分析といった多種多様な新サービスの展開や大型案件の獲得

に注力いたしました。ゲームサポートでは豊富な運用実績とノウハウの蓄積

により既存顧客との関係の強化を目指すと同時に、市場の拡大が続いている

ソーシャルゲームにおけるサービス展開に注力し、多言語対応といった既存

サービス領域の拡大に努めました。アド・プロセスでは既存の広告審査業務

だけでなく、広告枠管理から入稿管理、広告ライティング等の提供サービス

の拡大に注力するとともに、広告入稿管理業務を円滑に実施するための独自

システム開発をセットで販売することで競合他社との差別化を図り、既存顧

客の深耕や新規開拓、大型案件の獲得を目指しました。

　当連結会計年度においては、各業務で新規案件の獲得、既存顧客との取引

拡大に努めた結果、ソーシャルサポート1,472,909千円（前連結会計年度比

4.8％減）、ゲームサポート739,150千円（前連結会計年度比55.1％増）、ア

ド・プロセス275,710千円（前連結会計年度比31.9％増）となりました。
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(2) 設備投資等の状況

　当連結会計年度において実施いたしました当社グループの設備投資（無形

固定資産含む）の総額は、14,719千円となりました。

ａ．当連結会計年度中に取得した主要設備

建物　　　　　　　　事業設備　　　　5,125千円

工具、器具及び備品　事業設備　　　　2,790千円

ソフトウエア　　　　事業設備　　　　6,803千円

　

ｂ．当連結会計年度中に実施した重要な固定資産の売却、撤去、滅失

建物　　　　　　　　事業設備　　　　3,589千円

工具、器具及び備品　事業設備　　　　2,039千円

ソフトウエア　　　　事業設備　　　　1,567千円

　

(3) 資金調達の状況

　該当事項はありません。

　

(4) 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

　該当事項はありません。

 

(5) 他の会社の事業の譲受けの状況

　該当事項はありません。

　

(6) 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の

状況

　該当事項はありません。

 

(7) 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

　該当事項はありません。
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(8) 対処すべき課題

　当社グループでは下記の事項を対処すべき課題として取り組みを進めてお

ります。

　

①　業界内における地位の確立

　主力事業である掲示板投稿監視事業は、顧客、メディアとも次第に認知

度が高まり、今後更なる成長が期待される一方、新規参入や競争の激化と

いった市場の成長に伴う課題も浮かび上がってきつつあります。当社グル

ープでは、監視体制の更なる充実による高品質なサービスの提供を行うと

ともに、引き続き顧客基盤を広げるため営業戦略の強化を図りブランドイ

メージを浸透させ、業界内における地位を確立させていく方針であります。

　

②　システム及び内部管理体制の更なる強化

　当社グループの業容拡大を支えていくためには、増加している投稿件数

や管理レポートを安定的かつ効率的に処理するための技術開発及び運用体

制を確立するとともに、当社グループ全体としての業況推移を常時正確に

把握し適時・適切に経営判断へ反映させていくことが、従来以上に重要で

あると考えております。こうした観点から、一層のシステム投資を進めて

いくとともに内部管理体制の充実を図る方針であります。

　

③　人材について

　当社グループは、インターネットへの習熟度が高く、人間性も備えた優

秀な人材を採用して高い品質のサービス提供を行い、顧客満足度を高める

ことが重要と考えております。

　各業務を展開していく上で、多数のオペレーターを雇用しておりますが、

より高い品質のサービスを提供するために、多くの採用基準を設け厳選採

用を実施し、入社後の研修も充実させております。

　まず、入社時に個人ごとに判断基準がぶれないよう掲載基準について研

修を実施します。その後、掲載基準が変わった場合や、オペレーターの担

当業務が変わった場合に、都度、研修を実施しております。

　さらに、制服着用の義務化などの職場環境や処遇制度の整備をし、退職

率を抑え、平均勤続年数を１年以上にすることによりオペレーターの習熟

度を向上させております。



－ 7 －

(9) 財産及び損益の状況の推移

①　企業集団の財産及び損益の状況の推移

区 分
第 15 期

（平成24年9月期）

第16期
(当連結会計年度）
（平成25年9月期） 

　
　

　
　

　

売 上 高(千円) 2,232,669 2,487,771         

営 業 利 益(千円) 83,619 188,996         

経 常 利 益(千円) 110,641 228,362         

当 期 純 利 益(千円) 51,495 129,998         

１株当たり当期純利益 (円) 30.77 80.02         

総 資 産(千円) 1,170,020 1,429,991         

純 資 産(千円) 901,089 1,058,394         

１株当たり純資産額 (円) 556.26 641.22         

（注）１．当社では、第15期より連結計算書類を作成しております。

２．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

なお、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額は小数点第２位未満を四捨五入

して表示しております。

　

②　当社の財産及び損益の状況の推移

区 分
第 13 期

(平成22年９月期)
第 14 期

(平成23年９月期)
第 15 期

(平成24年９月期)

第16期
(当事業年度)
(平成25年９月期)

売 上 高(千円) 1,340,629 1,907,787 2,155,847 2,228,933

営 業 利 益(千円) 204,037 176,938 71,872 136,073

経 常 利 益(千円) 212,760 161,477 99,865 178,913

当 期 純 利 益(千円) 119,037 88,120 42,481 99,402

１株当たり当期純利益 (円) 102.01 54.57 25.38 61.19

総 資 産(千円) 736,966 1,214,736 1,140,329 1,360,836

純 資 産(千円) 467,592 925,945 892,075 1,018,785

１株当たり純資産額 (円) 345.67 556.03 550.69 617.21

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

なお、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額は小数点第２位未満を四捨五入して

表示しております。
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(10) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社との関係

　該当事項はありません。

　

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 出 資 比 率 主要な事業内容

イ ー オ ペ 株 式 会 社 4,000千円 100.0％ 掲示板投稿監視事業

　

(11) 主要な事業内容（平成25年９月30日現在）

　当社グループの事業は、「掲示板投稿監視事業」であり、以下の３つの業

務を行っております。

事 業 業 務 内 容

掲示板投稿監視事業 ソーシャルサポート

　 ゲームサポート

　 アド・プロセス

　

(12) 主要な事業所（平成25年９月30日現在）

①　当社の主要な営業所

本 社 東京都港区

大 阪 セ ン タ ー 大阪府大阪市北区

立 川 セ ン タ ー 東京都立川市

宮 崎 セ ン タ ー 宮崎県宮崎市

　

②　子会社

イーオペ株式会社 宮城県仙台市
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(13) 従業員の状況（平成25年９月30日現在）

①　企業集団の従業員の状況

従 業 員 数 前連結会計年度末比増減 　 　

111名〔493名〕 10名増〔68名増〕 　 　

（注）１．従業員数は就業人員であります。

２．従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員でありますオペレーターの最近１年間の平均雇

用人員であります。

　

②　当社の従業員の状況

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

98名〔429名〕 10名増〔25名増〕 32.4歳 3.0年

（注）従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員でありますオペレーターの最近１年間の平均雇用人

員であります。

　

(14) 主要な借入先（平成25年９月30日現在）

　該当事項はありません。

　

(15) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。　
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２．会社の株式に関する事項（平成25年９月30日現在）

(1) 発行可能株式総数 5,400,000株

(2) 発行済株式の総数 1,698,800株（自己株式49,747株を含む）

(3) 株主数 2,148名

(4) 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

　 株 ％

高 谷 康 久 179,800 10.90

ドイチェバンクアーゲーロンドンピービーノ
ン ト リ テ ィ ー ク ラ イ ア ン ツ 6 1 3

165,700 10.05

株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 52,100 3.16

東 　 森 　 日 出 夫 48,500 2.94

野 村 證 券 株 式 会 社 36,700 2.23

松 井 証 券 株 式 会 社 30,300 1.84

永 徳 克 己 30,000 1.82

カセイスバンクドイチランドカスタマーアカウント 26,900 1.63

マ ネ ッ ク ス 証 券 株 式 会 社 25,201 1.53

日 本 証 券 金 融 株 式 会 社 24,800 1.50

（注）１．当社は、自己株式を49,747株保有しておりますが、上記大株主からは除外しておりま

す。

２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

３．持株比率は小数点第２位未満を四捨五入して表示しております。　
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３．会社の新株予約権等に関する事項

(1）当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状

況（平成25年９月30日現在）

種 類 第４回新株予約権

発 行 決 議 日 平成24年５月14日

新 株 予 約 権 の 数 53,000個

新株予約権の目的となる株式の種類と数 普通株式　　　　　　　　　　　　 53,000株

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 ９円

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権１個当たり　　　　　　　1,132円

（１株当たり　1,132円）

権 利 行 使 期 間
平成24年６月７日から
平成35年６月６日まで

行 使 の 条 件 （注）

役 員 の 保 有 状 況

取 締 役
（社外取締役を除く）

新株予約権の数：　　　　　　　　 30,300個
目的となる株式数：　　　　　　　 30,300株
保有者数：　　　　　　　　　　　　　 ４人

社 外 取 締 役
新株予約権の数：　　　　　　　　　　 －個
目的となる株式数：　　　　　　　　　 －株
保有者数：　　　　　　　　　　　　　 －人

監 査 役
新株予約権の数：　　　　　　　　　　 －個
目的となる株式数：　　　　　　　　　 －株
保有者数：　　　　　　　　　　　　　 －人

（注）　第４回新株予約権の行使の主な条件は以下の通りであります。

(1) 新株予約権者は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従

業員の地位を有することを要する。

(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(3) その他権利行使条件は、本取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結

する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

　

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権

の状況

　該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項

(1）取締役及び監査役の氏名等（平成25年９月30日現在）

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 高 谷 康 久 最高経営責任者

常 務 取 締 役 溝 辺 　 裕 最高財務責任者、管理部担当　

取 締 役 小 田 志 門
アカウントリレーション部担当、情報シ
ステム部担当

取 締 役 荒 池 和 史 イーオペ株式会社代表取締役

常 勤 監 査 役 境 野 秀 彦 　

監 査 役 永 徳 克 己 永徳税理士事務所所長

監 査 役 大 川 康 平
米久株式会社社外監査役、ネポン株式会
社社外監査役

（注）１．常勤監査役境野秀彦氏、監査役永徳克己氏及び監査役大川康平氏の３名は、社外監査

役であります。

２．監査役永徳克己氏は、税理士の資格を有するものであり、財務及び会計に関する相当

程度の知見を有しております。

３．監査役永徳克己氏及び監査役大川康平氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員と

して指定し、同取引所に届け出ております。

４．当事業年度中に生じた取締役の担当の異動については以下の通りであります。

　　（平成24年10月１日付）

氏 名 新 職 名 旧 職 名

小 田 志 門
アカウントリレーション部担
当、情報システム部担当

アド・プロセスエージェ
ンシーディレクター

５．当事業年度末後に生じた取締役の担当の異動については以下の通りであります。

　　（平成25年10月１日付）

氏 名 新 職 名 旧 職 名

高 谷 康 久 最高経営責任者、営業部担当 最高経営責任者

溝 辺 　 裕
最高財務責任者、管理部担当、
アカウントリレーション部担
当

最高財務責任者、管理部担
当

小 田 志 門 事 業 企 画 部 担 当
アカウントリレーション部
担当、情報システム部担当

荒 池 和 史
ITビジネス・イノベーション
事 業 部 担 当

イーオペ株式会社代表取
締役
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(2）取締役及び監査役の報酬等の額

区 分 人 員 （ 名 ） 報酬等の額（千円）

取 締 役
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

4
(－)

72,690
(－)

監 査 役
（ う ち 社 外 監 査 役 ）

3
(3)

13,800
(13,800)

合 計
7
(3)

86,490
(13,800)

（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．取締役の報酬限度額は、平成10年５月11日開催の創立株主総会において年額240,000千

円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議しております。

３．監査役の報酬限度額は、平成10年５月11日開催の創立株主総会において年額36,000千

円以内と決議しております。

　

(3) 社外役員に関する事項

①　他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人との関係

・監査役永徳克己氏は永徳税理士事務所所長であります。当社と兼職先と

の間には特別の関係はありません。

・監査役大川康平氏は米久株式会社及びネポン株式会社の社外監査役であ

ります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

②　当事業年度における主な活動状況

ａ．取締役会及び監査役会への出席状況

　
取締役会 監査役会

出席回数（回） 出席率（％） 出席回数（回） 出席率（％）

常勤監査役　境野秀彦 17 100.0 13 100.0

監査役　　　永徳克己 17 100.0 13 100.0

監査役　　　大川康平 17 100.0 13 100.0

ｂ．取締役会及び監査役会における発言状況

・常勤監査役境野秀彦氏は、証券会社出身としての経験を活かし、取締

役会及び監査役会において総合的見地から適宜質問をしております。

・監査役永徳克己氏は、税理士としての経験を活かし、取締役会及び監

査役会において、専門的な見地から適宜質問し、助言・提言を行って

おります。

・監査役大川康平氏は、弁護士としての経験を活かし、取締役会及び監

査役会において専門的な見地から適宜質問をし、助言・提言を行って
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おります。

③　責任限定契約の内容の概要

　当社と監査役永徳克己氏及び監査役大川康平氏は会社法第427条第１項の

規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結し

ております。

　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は5,000,000円又は会社法第425

条第１項に定める額のいずれか高い額としております。
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５．会計監査人の状況
(1) 会計監査人の名称

東陽監査法人

　

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

①　当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額　　　14,000千円

②　当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利

益の合計額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,000千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく

監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に

区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度

に係る会計監査人としての報酬等の額にはこれらの合計額を記

載しております。

２．当社の会計監査人に対する監査報酬の決定方針について、特に

定めはありませんが、監査日数及び業務の内容等を総合的に勘

案し決定しております。

　

(3) 非監査業務の内容

　該当事項はありません。

　

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があ

ると判断した場合は、監査役会の同意を得たうえで、または、監査役会の請

求に基づいて、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とす

ることといたします。監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に

定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査

役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査

役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任し

た旨と解任の理由を報告いたします。

　

(5) 責任限定契約の内容の概要

　該当事項はありません。
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６．会社の体制及び方針

１．業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

その他業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下の

通りであります。

(1) 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制

 ①　コーポレート・ガバナンス

　当社は、コーポレート・ガバナンスの強化策として、取締役会規則に

基づき開催する取締役会では、経営の透明性・客観性を高めるとともに、

迅速な意思決定を行う体制を確保します。

　また、当社は監査役会設置会社であり、監査役は社内の主要な会議に

出席をして意見を述べることで、独立した視点からの取締役の業務執行

の適法性、妥当性を十分監査できる体制を確保します。

 ②　コンプライアンス

　企業価値向上のためには、コンプライアンスの徹底が必要不可欠であ

ると認識しており、全役職員に周知徹底します。

 ③　内部監査

　内部監査担当を置き、監査基本計画書に沿った内部監査を実施し、内

部統制システムの整備・運用状況の改善に資するなどの監査活動を内部

監査規程を制定し実施します。

　

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　文書管理規程により、取締役及び社員の職務の執行に係る情報の保存及

び管理に関する体制を確保しておりますが、更に、取締役及び監査役は、

常時これらの文書等を閲覧できるなどの、規程の改正・強化に努めます。

　

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

 ①　リスク管理規程

　リスク管理を統括する委員会を置き、各部署から選出されたメンバー

で構成されるリスク管理を統括する委員会を設置します。また、リスク

管理規程を制定し、リスク管理体制の構築及び運用を行います。

 ②　予防対策

　各部署の責任者は、自部署の目標達成に影響を与えると思われる重点

実施項目（内外の発生し得るリスクを、発生頻度、被害の規模により抽

出）を洗い出し、予防対策を推進します。
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 ③　有事の体制

　リスクが発生した場合、リスク管理委員長を対応責任者とし、迅速か

つ的確な報告・対策が行われる体制を整備します。

　

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

 ①　経営方針及び経営戦略

　取締役会を毎月開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、

重要事項に関する迅速な意思決定、効率的な職務の執行を行います。

 ②　権限及び職責、手続き

　業務分掌規程、職務権限規程、職務権限一覧表その他の社内規程によ

り、基本的な手続きや権限を明確化し、職務執行が効率的に行えるよう

にいたします。

 ③　組織構造

　組織的・人的構成については、機動的に見直し、効率化に努めます。

　

(5) 会社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確

保するための体制

　当社は、「関係会社管理規程」に基づき、子会社及び関連会社について

担当部署を定め、適正な管理体制を確保する体制を構築しております。

　

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合におけ

る､ 当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に

関する事項

　管理部のスタッフが適宜対応しますが、監査役が必要とした場合、監査

役の職務を補助する専従のスタッフを置くこととします。なお、当該スタ

ッフが監査業務に必要な指示・命令を受けた場合は、その行為に対して取

締役の指示・命令を受けないこととします。

　

(7) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報

告に関する体制

 ①　監査役は、取締役会に出席し、取締役より重要事項の説明を受け、関

係書類の配布並びに詳細な説明を受けているほか、社内の主要な会議等

に出席します。

 ②　取締役及び使用人は、監査役に対し、稟議書、議事録、契約書等の関

係書類を持参した上で、当社の業務又は業績に影響を与える重要な事項

について報告を行います。
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 ③　取締役及び使用人は、監査役に対し、職務の執行に関する法令違反、

定款違反及び不正行為の事実、又は当社に損害を及ぼす事実を知った場

合、遅滞なく報告を行うこととします。

 ④　内部監査担当は、監査役に対し、内部監査状況について報告を行いま

す。

　

(8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

 ①　監査役会は、内部監査担当、会計監査人と定期的な報告会を開催し、

相互に連携を図ります。

 ②　監査役は、代表取締役と定期的に情報・意見交換を行います。

　

(9）財務報告の信頼性を確保するための体制

　財務報告の信頼性及び金融商品取引法に規定する内部統制報告書の有効

かつ適切な提出のため、代表取締役社長の指示の下、内部統制システムの

整備・構築を行い、その仕組みが有効かつ適正に機能することを継続的に

評価し、必要な是正を行うとともに、金融商品取引法及び関係法令等との

整合性を確保します。

　

(10）反社会的勢力を排除するための体制

①　暴力団・総会屋等の反社会的活動・暴力・不当な要求をする人物及び

団体に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断します。

②　管轄部署を管理部総務チームとし、実務上の業務マニュアルである

「反社会的勢力に関するマニュアル」に基づき、的確に対応します。

　

２．会社の支配に関する基本方針

　当社では、財務及び事業の方針の決定を支配する者は、安定的な成長を目

指し、企業価値の極大化・株主共同の利益の増強に経営資源の集中を図るべ

きと考えております。

　現時点では特別な買収防衛策は導入しておりませんが、今後も引き続き社

会情勢等の変化を注視しつつ弾力的な検討を行ってまいります。

　

３．剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社は、企業価値の継続的な拡大を念頭に、株主への利益還元と内部留保

充実のバランスを総合的に判断し、業績と市場動向の状況に応じて、継続的

かつ安定的に利益配分を行う方針であります。株主への利益還元と内部留保

充実のバランスを総合的に判断し、業績と市場動向の状況に応じて、柔軟な
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対応を行っていく所存であります。当期の期末配当金につきましては１株当

たり10円の普通配当を予定しております。

　今後につきましては、当社グループが属するインターネット業界は、事業

環境の変化が激しく予測が困難であるため、来期以降の剰余金の配当につい

て、現時点では未定ではありますが、引き続き財政状態及び経営成績、設備

投資計画等を勘案しながら、利益還元を検討してまいります。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成25年９月30日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資　 産　 の　 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

仕 掛 品

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工具、器具及び備品

無 形 固 定 資 産

の れ ん

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投資その他の資産

敷 金 及 び 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

　

1,227,044

911,681

253,519

2,858

35,371

23,614

202,946

32,133

18,843

13,290

132,954

22,308

110,394

251

37,858

36,562

1,290

6

（負　 債　 の　 部） 　

流 動 負 債 371,597

買 掛 金 2,543

未 払 金 199,663

未 払 費 用 5,223

未 払 法 人 税 等 82,598

未 払 消 費 税 等 28,817

賞 与 引 当 金 34,924

そ の 他 17,825

負 債 合 計 371,597

（純　資　産　の　部） 　

株 主 資 本 1,057,413

資 本 金 340,059

資 本 剰 余 金 297,309

利 益 剰 余 金 466,080

自 己 株 式 △46,034

新 株 予 約 権 980

純 資 産 合 計 1,058,394

資 産 合 計 1,429,991 負 債 純 資 産 合 計 1,429,991
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連 結 損 益 計 算 書

(平成24年10月１日から
平成25年９月30日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 　 2,487,771

売 上 原 価 　 1,821,262

売 上 総 利 益 　 666,508

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 　 477,512

営 業 利 益 　 188,996

営 業 外 収 益 　 　

受 取 利 息 115 　

補 助 金 収 入 37,176 　

そ の 他 2,844 40,136

営 業 外 費 用 　 　

為 替 差 損 769 　

そ の 他 1 771

経 常 利 益 　 228,362

特 別 損 失 　 　

減 損 損 失 2,333 　

事 業 所 移 転 費 用 6,173 8,506

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 　 219,855

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 100,204 　

法 人 税 等 調 整 額 △10,348 89,856

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 　 129,998

当 期 純 利 益 　 129,998
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連結株主資本等変動計算書

(平成24年10月１日から
平成25年９月30日まで)

（単位：千円）

　

株 主 資 本

新株予約権
純資産合
計資 本 金

資本剰余
金

利益剰余
金

自己株式
株主資本
合 計

当 期 首 残 高 340,059 297,309 337,130 △74,049 900,449 639 901,089

当 期 変 動 額 　 　 　 　 　 　 　

自 己 株 式 の 取 得             △116 △116     △116

自 己 株 式 の 処 分     △1,048     28,131 27,082     27,082

自己株式処分差損の振
替

    1,048 △1,048     －     －

当 期 純 利 益         129,998     129,998     129,998

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

                    340 340

当 期 変 動 額 合 計 － － 128,950 28,014 156,963 340 157,305

当 期 末 残 高 340,059 297,309 466,080 △46,034 1,057,413 980 1,058,394
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連結注記表　

１．継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

　

２．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

　すべての子会社を連結しております。

①　連結子会社の数　　　　１社　イーオペ株式会社

②　主要な非連結子会社の名称等

　非連結子会社はありません。

(2) 持分法の適用に関する事項

　非連結子会社及び関連会社はないため、該当事項はありません。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

(4) 会計処理基準に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産

 仕掛品

　個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算出）を採用しております。

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

(ｲ) 有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法（ただし、建物（建物附属設備を除く）については、定額法）

を採用しております。

主な耐用年数

建物　　　　　　　　３～18年

工具、器具及び備品　３～20年

(ﾛ) 無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法によっております。

のれん　　　　　　　　　５年

ソフトウエア　　　　　　５年
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(ﾊ) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用してお

ります。

③　重要な引当金の計上基準

(ｲ) 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計上しております。

(ﾛ) 賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度

に負担すべき額を計上しております。

④　のれんの償却方法及び償却期間

　のれんの償却については、５年で均等償却しております。

⑤　その他連結計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理方法

　税抜方式によっております。

　

３．会計方針の変更に関する注記

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

　当社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年10月１日以

後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法

に変更しております。

　この変更による当連結会計年度の損益に与える影響額は軽微であります。

　

４．表示方法の変更に関する注記

(連結貸借対照表）

　前連結会計年度において、独立掲記しておりました「流動資産」の「前払費

用」(当連結会計年度10,905千円）は、金額的重要性が乏しくなったため、当連

結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。

　

(連結損益計算書）

　前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「支払

手数料」（当連結会計年度1千円）は、金額的重要性が乏しくなったため、当連

結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。　
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　前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「為替

差損」（前連結会計年度7千円）は、営業外費用の総額の100分の10を超えたた

め、当連結会計年度より独立掲記することとしました。

　

５．連結貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 62,788千円

　

６．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株 式 の 種 類
当連結会計年度

期 首 株 式 数

当連結会計年度

増 加 株 式 数

当連結会計年度

減 少 株 式 数

当連結会計年度末

株 式 数

普 通 株 式 1,698,800株 －株 －株 1,698,800株

　

(2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株 式 の 種 類
当連結会計年度

期 首 株 式 数

当連結会計年度

増 加 株 式 数

当連結会計年度

減 少 株 式 数

当連結会計年度末

株 式 数

普 通 株 式 80,037株 110株 30,400株 49,747株

　

(3) 配当に関する事項

①　配当金支払額

　該当事項はありません。

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連

結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

（千円）

１株当たり配

当額（円）
基準日 効力発生日

平成25年12月19日

定 時 株 主 総 会
普通株式 利益剰余金 16,490 10.00 平成25年９月30日 平成25年12月20日

　

(4) 当連結会計年度末の新株予約権の目的となる株式の種類及び数

　 第４回新株予約権

目的となる株式の種類 普通株式

目的となる株式の数 30,300株

新株予約権の残高 30,300個

　（注）　権利行使期間の初日が到来していないものを除いております。
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７．金融商品に関する注記

（１）金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金運用については短期的かつ安全性の高い預金等に

限定する方針であります。デリバティブ取引は行っておりません。

②金融商品の内容及びそのリスク

　売掛金は、信用リスクの低い特定顧客に対するものであり、かつ短期的

に回収予定のものであります。

③金融商品に係るリスク管理体制

　当社グループは、売掛金について管理部門及び営業部門が取引先の状況

をモニタリングし、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や低減を

図っております。

④金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　該当事項はありません。

　

（２）金融商品の時価等に関する事項

　平成25年９月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額

については、以下の通りであります。
　 （単位：千円）

　 連結貸借対照表計上
額（＊）

時価（＊） 差額

(1) 現金及び預金 911,681 911,681 －

(2) 売掛金 253,519 253,519 －

(3) 買掛金 (2,543) (2,543) －

(4) 未払金 (199,663) (199,663) －

(5) デリバティブ取引 － － －

（＊）　負債に計上されているものについては、（　）で示しております。

（注）　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

　　　　資産(1) 現金及び預金(2) 売掛金

　これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に

よっております。

　　　　負債(3) 買掛金(4) 未払金

　これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に

よっております。
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８．賃貸等不動産に関する注記

　該当事項はありません。

　

９．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 641円22銭

(2) １株当たり当期純利益 80円02銭

(3) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 78円70銭

　

10．重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。

　

11．その他の注記

　該当事項はありません。
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貸　借　対　照　表
（平成25年９月30日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資　 産　 の　 部）

流 　 動 　 資 　 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

仕 掛 品

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

固 　 定 　 資 　 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工具、器具及び備品

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投資その他の資産

関 係 会 社 株 式

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

敷 金 及 び 保 証 金

　

1,124,514

840,989

222,559

2,408

9,912

31,751

16,892

236,322

30,722

17,614

13,108

110,153

109,902

251

95,445

58,000

6

1,290

36,148

（負　 債　 の　 部） 　

流 動 負 債 342,051

買 掛 金 3,138

未 払 金 187,742

未 払 費 用 5,223

未 払 法 人 税 等 69,378

未 払 消 費 税 等 24,729

前 受 金 7,069

預 り 金 9,845

賞 与 引 当 金 34,924

負 債 合 計 342,051

（純　資　産　の　部） 　

株 主 資 本 1,017,804

資 本 金 340,059

資 本 剰 余 金 297,309

資 本 準 備 金 297,309

利 益 剰 余 金 　426,470

その他利益剰余金 426,470

繰越利益剰余金 　426,470

自 己 株 式 △46,034

新 株 予 約 権 980

　  

純 資 産 合 計 1,018,785

資 産 合 計 1,360,836 負 債 純 資 産 合 計 1,360,836
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損　益　計　算　書

(平成24年10月１日から
平成25年９月30日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 　 2,228,933

売 上 原 価 　 1,670,236

売 上 総 利 益 　 558,696

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 　 422,623

営 業 利 益 　 136,073

営 業 外 収 益 　 　

受 取 利 息 107 　

有 価 証 券 利 息 287  

補 助 金 収 入 37,176  

そ の 他 6,039 43,611

営 業 外 費 用 　 　

為 替 差 損 769 　

そ の 他 1 771

経 常 利 益 　 178,913

特 別 損 失 　 　

減 損 損 失 2,333 　

事 業 所 移 転 費 用 6,173 8,506

税 引 前 当 期 純 利 益 　 170,406

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 80,492 　

法 人 税 等 調 整 額 △9,488 71,003

当 期 純 利 益 　 99,402
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株主資本等変動計算書

(平成24年10月１日から
平成25年９月30日まで)

（単位：千円）　

　

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計資本準備

金
その他資
本剰余金

資本剰余
金 合 計

その他利
益剰余金

利益剰余
金 合 計

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 340,059 297,309 － 297,309 328,116 328,116 △74,049 891,435

当 期 変 動 額                                 

自 己 株 式 の 取 得                         △116 △116

自 己 株 式 の 処 分         △1,048 △1,048         28,131 27,082

自己株式処分差損の振
替

        1,048 1,048 △1,048 △1,048     －

当 期 純 利 益                 99,402 99,402     99,402

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

                                

当 期 変 動 額 合 計 － － － － 98,353 98,353 28,014 126,368

当 期 末 残 高 340,059 297,309 － 297,309 426,470 426,470 △46,034 1,017,804

　

 新 株 予 約 権 純 資 産 合 計

当 期 首 残 高 639 892,075

当 期 変 動 額         

自 己 株 式 の 取 得     △116

自 己 株 式 の 処 分     27,082

自己株式処分差損の振
替

    －

当 期 純 利 益     99,402

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

340 340

当 期 変 動 額 合 計 340 126,709

当 期 末 残 高 980 1,018,785
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個別注記表　

１．継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

　

２．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産

 仕掛品

　個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算出）を採用しております。

　

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法（ただし、建物（建物附属設備を除く）については、定額法）を

採用しております。

主な耐用年数

建物　　　　　　　　３～18年

工具、器具及び備品　３～20年

②　無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法によっております。

のれん　　　　　　　　　５年

ソフトウエア　　　　　　５年

③　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しており

ます。

　

(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に負担

すべき額を計上しております。
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(4) その他計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理方法

　税抜方式によっております。

　

３．会計方針の変更に関する注記

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

　当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年10月１日以後に

取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変

更しております。

　この変更による当事業年度の損益に与える影響額は軽微であります。

　

４．表示方法の変更に関する注記

（貸借対照表）

　前事業年度において、独立掲記しておりました「流動資産」の「未収入金」

（当事業年度7,430千円）は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度に

おいては「その他」に含めて表示しております。

　

（損益計算書）

　前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「支払手数

料」（当事業年度１千円）は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度に

おいては「その他」に含めて表示しております。

　前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「為

替差損」（前事業年度７千円）については、金額的重要性が高まったため、当

事業年度より独立掲記しております。

　

５．貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 62,451千円

　

(2) 関係会社に対する金銭債権債務

①　短期金銭債権 5,040千円

②　短期金銭債務 594千円
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６．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

売上高 12,501千円

外注費 2,695千円

　

７．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数に関する事項

　 当 事 業 年 度 末
株 式 数

普 通 株 式 49,747株

　

８．税効果会計に関する注記

　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

賞与引当金 13,271千円

未払事業税 6,094千円

減価償却費損金算入限度超過額 3,902千円

その他 13,366千円

繰延税金資産小計 36,634千円

評価性引当額 △3,592千円

繰延税金資産合計 33,041千円

　

９．関連当事者との取引に関する注記

　該当事項はありません。

　

10．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 617円21銭

　

(2) １株当たり当期純利益 61円19銭

　

(3) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 60円18銭

　

11．重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査報告

 独立監査人の監査報告書  

 平成25年11月８日 

 イー・ガーディアン株式会社  

 取締役会　御中  

 東　陽　監　査　法　人  

 

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 福 田 　 光 博 

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 千 島 　 亮 人 

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 玉 川 　 　 聡 

 

 　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、イー・ガーディアン株式会社の平成
24年10月１日から平成25年９月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸
借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行っ
た。
　
連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制
を整備及び運用することが含まれる。
　
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ
れに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有
効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人はリスクの評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関
連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法
並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討
することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
　
監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、イー・ガーディアン株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当
該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。
　
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。　

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

 独立監査人の監査報告書  

 平成25年11月８日 

 イー･ガーディアン株式会社  

 取締役会　御中  

 東　陽　監　査　法　人  

 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 福 田 光 博 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 千 島 亮 人 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 玉 川 　 聡 

 

 　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、イー・ガーディアン株式会社
の平成24年10月１日から平成25年９月30日までの第16期事業年度の計算書類、すなわち、貸
借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書につい
て監査を行った。
　
計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経
営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及
びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般
に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に
計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手す
るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計
算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人
はリスクの評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類
及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、
経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
　
監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産
及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
　
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。　
　

以　上
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監査役会の監査報告
 　監　査　報　告　書

　
　当監査役会は、平成24年10月１日から平成25年９月30日までの第16期事業

年度の取締役の職務の執行に関して各監査役が作成した監査報告書に基づき、

審議の上、本監査報告書を作成し、以下の通り報告いたします。

１.監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施

状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその

職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、

職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を

図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他

重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について

報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及

び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、事

業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合すること

を確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要な

ものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関

する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統

制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況に

ついて定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしま

した。子会社については、子会社の取締役と意思疎通及び情報の交換を図り、

必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当

該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施して

いるかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況に

ついて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から

「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則

第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月

28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じ

て説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計

算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連

結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書

及び連結注記表）について検討いたしました。
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 ２.監査の結果

（１）事業報告等の監査結果

一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。

二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違

反する重大な事実は認められません。

三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め

ます。また、当該内部統制システムに関する取締役の職務の執行につ

いても、指摘すべき事項は認められません。

四　事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配

する者の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認め

られません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（３）連結計算書類の監査結果

会計監査人東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

 

 平成25年11月13日  

 イー・ガーディアン株式会社監査役会  

 

常 勤 監 査 役
(社外監査役）

境 野 　 秀 彦 

社 外 監 査 役 永 徳 　 克 己 

社 外 監 査 役 大 川 　 康 平 

 

以　上
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株主総会参考書類
議案及び参考事項　

第１号議案　剰余金の処分の件　

　当社は株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と認識しており、財務体

質を総合的に勘案した結果、期末配当につきましては、１株当たり10円の配当を

実施いたしたいと存じます。　

　（１）配当財産の種類

　　　　金銭

　（２）配当財産の割当に関する事項及びその総額

　　　　当社普通株式　１株につき金10円　

　　　　配当総額　16,490,530円

　（３）剰余金の配当が効力を生じる日

　　　　平成25年12月20日
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第２号議案　定款一部変更の件

　１．変更の理由

法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示する

ことにより株主に対して提供したものとみなすことができる書類に、連結

計算書類を追加するものであります。

　２．変更の内容　

変更内容は以下の通りであります。（下線部分が変更箇所）　

現行定款 変更案

（株主総会参考書類等のインターネッ

ト開示とみなし提供）

第19条　当会社は、株主総会の招集に

際し、株主総会参考書類、事業報告、

計算書類に記載または表示をすべき事

項に係る情報を、法務省令に定めると

ころに従いインターネットを利用する

方法で開示することにより、株主に対

して提供したものとみなすことができ

る。
　

（株主総会参考書類等のインターネッ

ト開示とみなし提供）

第19条　当会社は、株主総会の招集に

際し、株主総会参考書類、事業報告、

連結計算書類および計算書類に記載ま

たは表示をすべき事項に係る情報を、

法務省令に定めるところに従いインタ

ーネットを利用する方法で開示するこ

とにより、株主に対して提供したもの

とみなすことができる。
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第３号議案　取締役４名選任の件

　取締役全員（４名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきま

しては、取締役４名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、以下の通りであります。　

候補者
番 号

ふ

氏
り

　
が

　
な

名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所有する当
社の株式数

１

　

たか

高
たに

谷
やす

康
ひさ

久

(昭和43年８月23日生)

平成５年３月　ジョンソン・エンド・ジョンソン

株式会社入社

平成７年８月　京セラ株式会社入社

平成17年４月　株式会社クークー入社

平成17年７月　株式会社クークー取締役

平成17年11月　当社入社　イーガーディアン事

業部長　

平成18年１月　イーガーディアン事業部長兼経

営企画室長

平成18年４月　当社代表取締役社長兼最高経営責

任者就任（現任）

平成25年10月　営業部担当（担当）　

［重要な兼職の状況］

該当ありません

179,800株

２

　

みぞ

溝
べ

辺
ゆたか

裕

(昭和42年８月19日生)

平成２年４月　松下電工（現パナソニック）株

式会社入社

平成６年12月　タイ松下電工株式会社出向

平成18年５月　株式会社エディア入社　

平成19年３月　株式会社エディア取締役就任

平成20年５月　株式会社エディア取締役副社長

就任

平成21年６月　株式会社ファーストライト取締

役就任

平成22年５月　当社常務取締役最高財務責任者

就任（現任）

平成23年２月　管理部担当（現任）

平成25年10月　アカウントリレーション部担当

（現任）　

［重要な兼職の状況］

該当ありません

6,000株
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候補者
番 号

ふ

氏
り

　
が

　
な

名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所有する当
社の株式数

３

　

お

小
だ

田
し

志
もん

門

(昭和55年10月１日生)

平成15年４月　当社入社

平成18年12月　当社取締役就任（現任）営業部

ディレクター

平成23年10月　アカウントプロダクト部ディレ

クター　

平成24年４月　アド・プロセスエージェンシー

ディレクター　

平成24年10月　アカウントリレーション部担当

　　　　　　　情報システム部担当

平成25年10月　事業企画部担当（現任）　　

［重要な兼職の状況］

該当ありません

3,700株

４

　

みや

宮
さか

坂
まこと

誠

(昭和52年１月19日生)

平成14年６月　株式会社エイ・ピー・ネット

ワーク入社

平成15年７月　株式会社クークー入社

平成18年11月　当社入社　

平成24年10月　アカウントリレーション部ディ

レクター（現任）

平成25年10月　イーオペ株式会社代表取締役就任

（現任）

［重要な兼職の状況］

イーオペ株式会社代表取締役

300株

（注）各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
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第４号議案　監査役３名選任の件

　監査役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきま

しては、監査役３名の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。　

　監査役候補者は、以下の通りであります。　

候補者
番 号

ふ

氏
り

　
が

　
な

名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所有する当
社の株式数

１

　

さかい

境
の

野
ひで

秀
ひこ

彦

(昭和22年10月29日生)

昭和45年４月　大阪屋証券（現岩井コスモ証

券）株式会社入社

平成12年６月　同社執行役員法人本部長東京事

業法人部長

平成20年６月　コスモエンタープライズ株式会

社出向

平成20年12月　当社常勤監査役就任（現任）

［重要な兼職の状況］

該当ありません

5,600株

２

　

おお

大
かわ

川
こう

康
へい

平

(昭和35年９月14日生)

昭和62年４月　第一東京弁護士会登録　梶谷総

合法律事務所入所

平成６年４月　大川・永友法律事務所（現大川

法律事務所）移籍（現任）　

平成10年５月　米久株式会社社外監査役（現

任）

平成23年12月　当社監査役就任（現任）

平成24年６月　ネポン株式会社社外監査役（現

任）　

［重要な兼職の状況］

米久株式会社社外監査役

ネポン株式会社社外監査役　

　－

３

　

みね

峯
お

尾
あき

商
ひら

衡

(昭和52年２月14日生)

平成14年10月　中央青山監査法人（旧みすず監

査法人）入所

平成18年５月　公認会計士登録

平成19年７月　辻・本郷税理士法人入所　

平成22年８月　峯尾合同会計事務所代表

平成22年12月　税理士登録

平成23年10月　一般財団法人日本医療輸出協力

機構監事（現任）

平成23年11月　株式会社ビジネスバランス代表

取締役（現任）

平成24年４月　石井・峯尾合同会計事務所副代

表（現任）　

［重要な兼職の状況］

一般財団法人日本医療輸出協力機構監事

株式会社ビジネスバランス代表取締役

－
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（注）１．各監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

　 　 ２．境野秀彦氏、大川康平氏及び峯尾商衡氏は、社外監査役候補者であります。

　　  ３．境野秀彦氏は、金融機関における豊富な経験と幅広い識見から社外監査役として取締

役の業務執行に対して意見を表明しております。同氏は、社外監査役として以外の方

法で会社経営に関与しておりませんが、社外監査役としての職務を引き続き適切に遂

行できるものと判断し、選任をお願いするものであります。なお、同氏の監査役とし

ての在任期間は、本総会終結の時をもって５年となります。

　　  ４．大川康平氏は、弁護士としての高度な専門的知識と幅広い識見から社外監査役として

取締役の業務執行に対して意見を表明しております。同氏は、社外監査役として以外

の方法で会社経営に関与しておりませんが、社外監査役としての職務を引き続き適切

に遂行できるものと判断し、選任をお願いするものであります。なお、同氏の監査役

としての在任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。

　　  ５．峯尾商衡氏は、公認会計士及び税理士として会社財務・法務・税務に精通しており、

その高度な専門的知識を当社の監査に反映していただくことを期待し、選任をお願い

するものであります。

　 　 ６．当社は、大川康平氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引

所に届け出ております。

　　　７．峯尾商衡氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立

役員として同取引所に届け出る予定であります。

　　　８．社外監査役との責任限定契約について

　当社と大川康平氏は会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の

損害賠償責任を限定する契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合に

は本契約を継続する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は

5,000,000円又は会社法第425条第１項に定める額のいずれか高い額としております。

　なお、峯尾商衡氏の選任が承認された場合には、当社は同氏との間で同様の契約

を締結する予定であります。
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第５号議案　補欠監査役１名選任の件

　平成24年12月19日開催の第15期定時株主総会において補欠監査役に選任された

峯尾商衡氏の選任の効力は本総会の開始の時までとされておりますので、法令に

定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、改めて補欠監査役１名の選任

をお願いするものであります。本決議の効力は次期定時株主総会開始の時までと

いたします。

　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　補欠の監査役候補者は、以下の通りであります。　
ふ

氏
り

　
が

　
な

名
（ 生  年  月  日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所有する当
社の株式数

えい

永
とく

徳
かつ

克
み

己

(昭和28年１月12日生)

昭和50年４月　伊藤忠燃料株式会社入社

昭和59年４月　株式会社杉谷浩商店入社

昭和62年９月　株式会社杉谷浩商店取締役（現任）

平成７年４月　永徳税理士事務所所長（現任）

平成13年６月　当社社外監査役就任（現任）　

［重要な兼職の状況］

永徳税理士事務所所長

30,000株

（注）１．候補者永徳克己氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

　  　２．永徳克己氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

　　  ３．永徳克己氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、税理士として会社財務・税務に

精通しており、その高度な専門的知識を当社の監査に反映していただくことを期待し

たためであります。同氏は、社外監査役として以外の方法で会社経営に関与しており

ませんが、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任をお願い

するものであります。なお、同氏は現在、当社の社外監査役でありますが、社外監査

役としての在任期間は、本総会終結の時をもって12年６ヶ月となります。

　　　４．当社と永徳克己氏は会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害

賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、同氏が社外監査役に就任された

場合、当社は同氏との間で当該契約と同様の契約を締結する予定であります。
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第６号議案　会計監査人選任の件

　当社の会計監査人である東陽監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了に

より退任されますので、新たに会計監査人の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　会計監査人候補者は、以下の通りであります。

　名称 新日本有限責任監査法人

　事業所

主たる事務所の所在場所　東京都千代田区内幸町二丁目２番３号
　　　　　　　　　　　　日比谷国際ビル
その他事務所　　　　　　国内事務所33カ所　
　　　　　　　　　　　　海外駐在　35カ所

　沿革

昭和42年１月　監査法人太田哲三事務所設立
昭和44年12月　昭和監査法人設立
昭和60年10月　監査法人太田哲三事務所と昭和監査法人との
　　　　　　　合併により、太田昭和監査法人となる
昭和61年１月　センチュリー監査法人設立
平成12年４月　センチュリー監査法人との合併により監査法人太
　　　　　　　田昭和センチュリーとなる　
平成13年７月　新日本監査法人に名称変更
平成20年７月　新日本有限責任監査法人となる

　概要
（平成25年９月30
日現在）　

資本金　　　　　　　　890百万円
構成人員　
公認会計士　　　　　　　3,508名
公認会計士試験合格者等　　898名
その他　　　　　　　　　1,413名
合計　　　　　　　　　　5,819名　
被監査会社数　　　　　　3,960社

　

以　上
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電磁的方法(インターネット等)による議決権行使について

　インターネットによる議決権行使は､この議決権行使専用ウェブサイト

(http://www.web54.net)をご利用いただくことによってのみ可能です｡

　ご利用に際しては､次の事項をご覧いただき､ご了承のうえご利用いただきます

ようお願い申しあげます｡

　

1.システムに係る条件

　インターネットでの議決権行使を行うために､次のシステム環境をご確認くださ

い｡

(1)画面の解像度が横800×縦600ドット(SVGA)以上であること｡

(2)次のアプリケーションをインストールしていること｡

ァ.Microsoft® Internet Explorer Ver. 5.01 SP2以降

ィ.Adobe®　Acrobat®　Reader™ ver.4.0以降又は､ Adobe®　Reader®　ver6.0以降

(画面上で参考書類等をご覧になる場合)

※Microsoft®及びInternet Explorerは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国におけ

る登録商標又は商標です｡

※Adobe®　Acrobat®　Reader™ 、Adobe®　Reader®はAdobe Systems Incorporated (アドビシステ

ムズ社)の米国及びその他の国における登録商標又は商標です｡

※これらのソフトウェアは､いずれも各社のホームページより無償で配布されています｡

(3)なお､インターネットの接続に､ファイアーウォールなど設定によりインターネ

ット上での通信が制限される場合がありますので､システム管理者の方にご確認く

ださい｡

　

2.議決権行使のお取り扱い

■インターネットにより複数回議決権行使をされた場合は､最後に行われたものを

有効な議決権行使としてお取扱いします｡

■インターネットと書面の両方で議決権行使をされた場合は､インターネットを有

効な議決権行使としてお取扱いします｡

　

3.パスワードのお取り扱い

■パスワードは､ご投票される方が株主様ご本人であることを確認する手段ですの

で､大切に保管願います｡パスワードのお電話などによるご照会には､お答えいたし

かねます｡
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■パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。パス

ワードの再発行を希望する場合は､画面の案内に従ってお手続きください｡

4.パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について

■本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は､下記

にお問い合わせください｡

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート　専用ダイヤル

[電話]　0120 (652) 031 (フリーダイヤル)

(受付時間　9:00-21:00)

■その他のご登録住所･株式数のご照会などは､下記にお問い合わせください｡

三井住友信託銀行　証券代行事務センター

[電話]　0120 (782）031 (フリーダイヤル)

(受付時間　土日休日を除く　9:00-17:00)

　



株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図
 

会場：メルパルク東京　孔雀の間

　　　東京都港区芝公園二丁目５番20号　

　　　電話 03-3433-7212 

地下鉄：芝公園駅（都営三田線）A３出口　徒歩２分

大門駅（都営浅草線・都営大江戸線）A３出口　徒歩４分

JR京浜東北線・山手線：浜松町駅北口又は南口　徒歩８分

モノレール：浜松町駅（北口）　徒歩８分
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※当会場には専用駐車場がございませんので、

ご了承のほどお願い申しあげます。


